
【職業実践専門課程認定後の公表様式】

昼夜

年

有

資格・検定名 種 受験者数 合格者数

言語聴覚士 ② 　　　31人 　　　28人

人 手話検定試験 ③ 30人 29人
人 保育士 ② 1人 1人

％
■卒業者に占める就職者の割合

％

1 名 1 ％
令和2年5月1日 時点の情報

大分リハビリテーション
専門学校

1993/3/12 藤岡晋三
〒870-8658
大分県大分市千代町3丁目22番地

（電話） 097-535-0201
設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人平松学園 1954/3/16 平松大典

〒870-8658
大分県大分市千代町2丁目4番4号

（電話）

医療 医療専門課程 言語聴覚士科
平成16 年文部大臣

告示第17号
-

（別紙様式４）

令和　5年　6月 1日※１
（前回公表年月日：令和4年6月1日）

職業実践専門課程の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

学科の目的
リハビリテーション医療における高度な専門的知識と技術を修得するとともに、併せて広く社会に通用する人間性豊かな医療専門技術者、言語聴覚士を
育成することを目的とする。

097-535-0201
分野 認定課程名 認定学科名 専門士 高度専門士

認定年月日 平成　28 年　2　月　19　日

修業年限
全課程の修了に必要な
総授業時数又は総単位

数
講義 演習 実習 実験 実技

0 55
単位時間

生徒総定員 生徒実員 留学生数（生徒実員の内数 専任教員数 兼任教員数 総教員数

3 昼間
3015 2205 230 525

学期制度
■前学期：4月1日～9月30日
■後学期：10月1日～3月31日

成績評価

■成績表：
■成績評価の基準・方法
成績評価は100点を満点とし60点以上を合格とする。
成績の記録は以下の区分による。
90点以上：S　80点以上：A　70点以上：B　60点以上：C　59点以下
：不可

90人 97人 0人 6人 44人 50人

長期休み

■学年始：4月1日
■夏　 季：7月21日～8月31日
■冬　 季：12月21日～1月10日
■春　 季：3月21日～4月10日
■学年末：3月31日

卒業・進級
条件

進級要件：当該学年で修得すべきすべての単位を修得した
者
卒業要件：本校所定の年限在籍し、教育課程のすべての単
位を修得したと学校長が認める者

学修支援等

■クラス担任制： 有

課外活動

■課外活動の種類
■個別相談・指導等の対応 ・病院・施設等の行事に関すするボランティア

・体育祭、学園祭の実行委員会
・夏季研修の実行委員会

定期的な個人面談の実施。
出席状況の把握。アルバイト等、生活状況の確認。本人と保
護者との三者面談

■サークル活動： 無

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のいずれかに
該当するか記載する。
①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの
②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するもの

③その他（民間検定等）

■自由記述欄

： 100
■その他

■就職者数　　　　　　　： 32 人

令和2年度卒業者に関する

令和5年5月1日時点において、在学者97名（令和5年4月1日入学者を含む）
■中途退学の主な理由
進路変更

就職等の
状況※２

当該学科の
ホームページ

ＵＲＬ
https://www.hiramatsu.ac.jp/reha

■就職率　　　　　　　　 ： 100

中途退学
の現状

■中途退学者 ■中退率

■就職指導内容
個別面談の実施、面接指導

■卒業者数　　　　　　　： 32
■就職希望者数　　　　： 32

■主な就職先、業界等（令和3年度卒業生）

主な学修成果
（資格・検定等）

※３

■国家資格・検定/その他・民間検定等
医療機関（病院、クリニック、発達医療センター等）
介護分野（通所、老人施設等）

（令和4年度卒業者に関する令和5年5月1日時点の情報）

■中退防止・中退者支援のための取組
個人面談や保護者を交えての3者面談の実施

経済的支援
制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度：　　　　　有
　　家族入学金減額制度：平松学園医療福祉系専門学校卒業生の子、在校生の兄弟、姉妹の入学に際し、入学納付金10万円減免

■専門実践教育訓練給付：　　給付対象
　　令和4年度の給付実績者数　1名

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価：　　有
一般社団法人　リハビリテーション教育評価機構　　受審日2019年11月20日　　2020年4月1日～2025年3月31日
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（留意事項）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．公表年月日（※１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
最新の公表年月日です。なお、認定課程においては、認定後１か月以内に本様式を公表するとともに、認定の翌年度以降、毎年度７月末を基準日として最新の情報を反
映した内容を公表することが求められています。初回認定の場合は、認定を受けた告示日以降の日付を記入し、前回公表年月日は空欄としてください
２．就職等の状況（※２）　                                                                                                                                                                                                                                    
 
「就職率」及び「卒業者に占める就職者の割合」については、「文部科学省における専修学校卒業者の「就職率」の取扱いについて（通知）（２５文科生第５９６号）」に留意し
、それぞれ、「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」又は「学校基本調査」における定義に従います。
（１）「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」における「就職率」の定義について
①「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものをいいます。
②「就職希望者」とは、卒業年度中に就職活動を行い、大学等卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「自営業」「家事手伝い」「留
年」「資格取得」などを希望する者は含みません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③「就職者」とは、正規の職員（雇用契約期間が１年以上の非正規の職員として就職した者を含む）として最終的に就職した者（企業等から採用通知などが出された者）を
いいます。
※「就職（内定）状況調査」における調査対象の抽出のための母集団となる学生等は、卒業年次に在籍している学生等とします。ただし、卒業の見込みのない者、休学中の
者、留学生、聴講生、科目等履修生、研究生及び夜間部、医学科、歯学科、獣医学科、大学院、専攻科、別科の学生は除きます。
（２）「学校基本調査」における「卒業者に占める就職者の割合」の定義について
①「卒業者に占める就職者の割合」とは、全卒業者数のうち就職者総数の占める割合をいいます。
②「就職」とは給料、賃金、報酬その他経常的な収入を得る仕事に就くことをいいます。自家・自営業に就いた者は含めるが、家事手伝い、臨時的な仕事に就いた者は就職

３．主な学修成果（※３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
認定課程において取得目標とする資格・検定等状況について記載するものです。①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの、②国家資格・検定のうち、修了と
同時に受験資格を取得するもの、③その他（民間検定等）の種別区分とともに、名称、受験者数及び合格者数を記載します。自由記述欄には、各認定学科における代表的
な学修成果（例えば、認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等）について記載します。



種別

①

②

③

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育
課程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む）における企業等との連携に関する基
本方針

　業界が求める人材を育成するため、企業等の専門家と意見交換を通して、専攻分野についての実践的かつ専門的な
職業教育の内容について検討していく。具体的には、職業教育に必要な教育課程の見直し、再編成（授業科目の開設や
授業内容・方法の改善工夫等）に寄与していくことを目的とする。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

                                                                                                                                   　　　　　　　　　令和5年6月1日現在

吉田　玲子

松浦　祐也

名　前

　委員は学校法人平松学園職員ならびに、専攻分野に関連する企業/業界団体/職能団体等の有識者より選任する
。選任された委員会において職業実践的な着眼点から、教育課程の見直しや再編成を図ることを基本方針とする。委
員会の意見を参考にして、次年度の教育計画に関する基本方針や具体的な編成案を作成する。

藤岡　晋三

所　　　属 任期

大分リハビリテーション専門学校　校長

大分リハビリテーション専門学校
言語聴覚士科　学科長

大分リハビリテーション専門学校
言語聴覚士科　教務主任

医療法人ライフサポート　明和記念病院　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平岡　賢

藤本　知宏

令和5年6月1日～令和7年年5月31日（2
年）

大分大学医学部附属病院

（開催日時）
第１回　令和4年6月24日（金）　　　　　18；30～20；00
第２回　令和4年11月4日（金）　       18；30～20；00

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況

佐藤　朋子
大分リハビリテーション専門学校
言語聴覚士科　学生主任

社会医療法人　敬和会　大分岡病院　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　公益社団法人大分県言語聴覚士協会  理事

令和5年6月1日～令和7年年5月31日（2
年）

令和5年6月1日～令和7年年5月31日（2
年）

　※委員の種別の欄には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当する。
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期（昨年実績）
　委員会は年2回以上、基本的には6月と11月に開催。但し、緊急に会議が必要な場合は開催月・回数等を弾力的に変
更して実施する。

吉田　佑里恵



　実習前には学校の担当教員と責任者とが打ち合わせを行い、実習内容の詳細な内容について確認を図る。併せて学
生の実践的かつ専門的な能力の到達目標を決定する。また、実習期間中は必ず教員が実習先を訪問し実習先での実
態調査を通して学生への指導を行う。実習途中において学生に問題が発生したならば、実習地に教員が赴き、早急に企
業と共に到達目標及び指導内容の調整を図り、迅速に解決を行う。実習後は企業より返送された実習成績報告書をもと
に、教員が学生の実習状況を点検して課題に対するフィードバックを実施する。課題が残っていれば、引き続き学内にお
いて再指導を行う。これら一連の過程を経て企業と連携した実践的・専門的な内容を履修して学生の専門的実践的能力
の涵養を果たし、職業人の育成を目指していく。そしてリハビリテーション医療に求められる人材の育成に寄与し、企業が
求める職業の水準に適した言語聴覚士を社会へ輩出していく。コロナの影響で、web上での実習訪問を余儀なくされていたが
、今期からは現地に趣き直接指導者からの助言、実習生への指導が可能になった。

（３）具体的な連携の例

科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

総合ケアセンターくろき、　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　介護老人保健施設
健寿荘、他

専門臨床特論Ⅰ　　　　　
　　　　　　　（介護技術）

　教育課程編成委員会において、コロナウイルス感染予防対策について協議・検討した。助言をいただき、講義・実習
等の対策を実施した。具体的には、全学生対象に日々の健康チェック表の記載及びチェック、フローチャートの作成、
感染が疑わしい学生は自宅からのweb講義等を実施した。実習でも実習先の方針に従い、現在（令和3年6月時点）、
感染者は出ていない。また、言語聴覚療法に関わる新たな取り組みとして、数年後にカリキュラムの変更を見据え、「
生化学検査」「癌リハビリテーション」「栄養学」など現場で必要とされている内容が挙がった。また、2024年度にスター
ト予定の新カリキュラムについて意見を求めた。

病院や施設に赴いて要介護者に接し、実務を通して生活全般を支え
る介護技術や障害に応じた支援技術を修得する。また、援助者として
の立場を経験することで、医療・福祉分野に携わる者としての倫理観
や基本的資質などの適性を育成することを目的とする。

大分中村病院、　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　大分療育センター、
他

言語聴覚障害特論Ⅱ　　
　　　　　　　（臨床見学実

習）

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

　実習を行う病院・施設（以下、企業と称す）の選定にあたっては、業務を5年以上経験している言語聴覚士が在職し、か
つ指導可能な環境にある企業を対象に行う。また企業等の業種も病院だけではなく、介護老人保健施設や発達医療セ
ンター、高齢者のデイサービス等についても連携を図る。尚、実習引き受けに際しては、企業から実習責任者を1名選出
し、実習締結書にそった実習内容の取りまとめを行う。さらに学生指導に加えて、実習に関する学修評価においても締結
した資料（臨床実習評価用紙）に基づき企業が実施する。このことを通して、学生の職業教育水準の向上を果たしていく
。

言語聴覚士がどのような多職種と連携し、どのような業務内容を展開
しているかを理解していくために、必要な業界と連携して臨床におけ
る実践的な内容と方法論を学ぶ。第一線の企業で働いている方々を
講師として、組織的に展開する業務内容の知識を講義、演習形式で
修得していく。

介護保険総合福祉センター『メルヘン
』、大分アルメイダ病院、大分健生病
院、大分こども療育センター、明和記
念病院

失語症Ⅳ（訓練法）
言語障害の主要な障害である『失語症』の訓練法について、企業の
言語聴覚士の方から種々の事例を通して訓練に対する方法論を学
び、具体的、実践的な訓練向上のための技能を修得する。

大分リハビリテーション病院、　　　　　
　　　　　　　　　　　　コミュニケーション
デイサービス言の葉

言語聴覚障害特論Ⅲ　　
　　　　　　　（言語聴覚障

害研究法）

（２）実習・演習等における企業等との連携内容

病院・施設で言語聴覚士の業務の見学を行い、対象者の現状を包括
的に理解すると共に、言語・コミュニケーションを支援する際の具体的
な方法を修得する。



3．学内研修　　　　　　　　　　　　➡　　（内容）学内職員相互による学内研修の実施

2．学術研究　　　　　　　　　　　　➡　　（内容）日本高次脳機能障害会学術総会

　4．地域包括ケア会議への参加

（３）研修等の計画

①専攻分野における実務に関する研修等

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針

　教員が定期的に企業を訪問し、臨床現場での今日的課題や言語聴覚士業務の現状を把握する機会を設ける。また言
語聴覚士の関連する研修会・学会や地域包括ケア会議へ参加し、最新の医療・福祉分野での言語聴覚士実務に関する
情報収集に務める。さらに、言語聴覚士養成施設等の教員講習会や全国の教員養成研修会に参加し、教員の全般的な
教育活動に対する広い知識・知見・技術の習得を図り、教員としての質の保証・向上を図る。

（２）研修等の実績

①専攻分野における実務に関する研修等

　1．日本言語聴覚士協会や大分県言語聴覚士協会主催の教育講演会・学術研修への参加

　2．日本音声言語医学会、日本高次脳機能障害学会、等の学術集会への参加

　3．企業と連携して、症例検討の研修会を実施する

1．教員講習会への参加

2．リハビリテーション学校関連の団体が主催する研修会や会議等への参加

②指導力の修得・向上のための研修等

1．第20回大分県リハ支援センター・大分県地域リハ研究会合同研修会参加

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること
。また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針

　言語聴覚士として臨床で活躍している業界等の役員または職員である本校の卒業生を学校関係者評価委員に選任し
、専修学校における学校評価ガイドラインの項目に沿って学校評価を実施する。そして学校の適性な運営の観点から客
観的な判断を得る。この結果を踏まえて学校運営の課題や方向性を見い出し、組織として継続的な改善を図り、適正な
学校運営を遂行する。またこれらの情報を一般公開することにより、開かれた学校運営を目指すことを基本方針とする。

②指導力の修得・向上のための研修等

1．学術集会・研究会への参加　➡　（内容）第25回日本言語聴覚士協会主催大会の教育講演会・学術研修の参加（愛媛県）

臨床実習

言語聴覚士の総合的な臨床実習として、評価から基本的治療技術の
実施までの一連の過程を具体的な対象者を接して体験する。この継
続的なプロセスの中で様々な疾患の症例に対する臨床業務の総合
的な理解を修得する。3年次において短期1カ月、長期2カ月の合計3
カ月の期間で履修する。

大分大学医学部付属病院、別府医療
センター　他



　言語聴覚士として臨床で活躍している業界等の役員または職員である本校の卒業生を学校関係者評価委員に選任し
、専修学校における学校評価ガイドラインの項目に沿って学校評価を実施する。そして学校の適性な運営の観点から客
観的な判断を得る。この結果を踏まえて学校運営の課題や方向性を見い出し、組織として継続的な改善を図り、適正な
学校運営を遂行する。またこれらの情報を一般公開することにより、開かれた学校運営を目指すことを基本方針とする。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

（１）教育理念・目標
教育理念や教育目標は定められているか
職業教育における学校の特色は明確か

（２）学校運営
教育目標を達成するための事業計画が定められているか
学校組織や分掌は定められているか
学校運営に必要な会議や委員会は設置されているか

学校が有する教育資源を活用した社会貢献を行っているか
学生のボランティア活動を奨励・支援しているか

（８）財務
中長期的に財務基盤は安定しているか
会計監査は適正に行われているか
財務情報公開の体制があるか

（３）教育活動

カリキュラムは体系的に編成されているか
各科目の位置づけや時間数・単位数は適切か
シラバスは適切に策定されているか
成績評価、単位認定の基準は明確に定められているか
進級要件や卒業要件は明確に定められているか
学生による授業評価体制は整備されているか
入学前の学修成果を反映する仕組みがあるか

（４）学修成果
就職率の向上に向けた取組みがなされているか
留年率や退学率の低減に向けた取組みがなされているか
資格取得に向けた取組みがなされているか

（５）学生支援

就職や進学に向けた支援体制は整備されているか
学生相談の支援体制は整備されているか
学生の健康管理体制は整備されているか
保護者と適切に連携しているか
卒業生への支援体制は整備されているか

（６）教育環境
施設・設備は教育上の必要性に合わせ整備されているか
学外実習は教育上の必要性に合わせ確保されているか

（７）学生の受入れ募集
学生募集は適切に行われているか
入学選考は適切に行われているか
学納金は妥当か

（９）法令等の遵守 個人情報保護のための体制が整備されているか

（１０）社会貢献・地域貢献

（１１）国際交流



種別

企業等役
員

卒業生

企業等役
員

（５）様々な教育活動・教育環境 ５．様々な教育活動・教育環境

（６）学生の生活支援 ６．学生の生活支援

（７）学生納付金・修学支援 ７．学生納付金及び修学支援

（２）各学科等の教育 ２．言語聴覚士科の概要と教育内容

松浦　祐也

吉田　佑里恵

所　　　属 任期名　前

（３）学校関係者評価結果の活用状況

　学校関係者評価結果に基づいて学校評価ガイドラインの項目を見直し、教育環境を含め、教育内容、教育活動等を再
考する。そして学校運営の改善に取り組んでいくことにより、リハビリテーション医療に求められる人材の育成に寄与し、
企業が求める職業の水準に適した言語聴覚士を社会へ輩出していく。

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                      　令和3年6月1日現在

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

　本校の教育目標、カリキュラム、資格取得実績、就職実績、教育活動等の学校運営に関する情報を提供していくことに
より、より一層、当該企業等の関係者との連携及び協力の推進に資することができるようにする。また情報提供を行うこ
とにより開かれた学校を目指すとともに、本校への理解をより一層深めていただくことを目的とする。

医療ライフサポート　明和記念病院　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大分大学医学部附属病院

（８）学校の財務 ８．学校の財務

（９）学校評価 ９．学校の自己評価・関係者評価

（１０）国際連携の状況

（４）キャリア教育・実践的職業教育 ４．キャリア教育、及び実践的職業教育

（３）教職員 ３．教職員

学校が設定する項目

（１）学校の概要、目標及び計画 １．学校の概要、教育目標

社会医療法人　敬和会　大分岡病院　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　公益社団法人大分県言語聴覚士協会  理事

令和5年6月1日～令和7年年5月31日（2
年）

令和5年6月1日～令和7年年5月31日（2
年）

令和5年6月1日～令和7年年5月31日（2
年）

吉田　玲子

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載している。

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期

　　公表の方法と時期　　ホームページ　　　11月頃       URL:http://www.hiramatsu.ac.jp/reha

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状
況に関する情報を提供していること。」関係

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応

ガイドラインの項目



（３）情報提供方法

　　学校法人平松学園ホームページ　　　URL:http://www.hiramatsu.ac.jp
　　学校法人平松学園概要ホームページ　　　URL:http://www.hiramatsu.ac.jp/about
　　大分リハビリテーション専門学校ホームページ　　　URL:http://www.hiramatsu.ac.jp/reha

（１１）その他
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○ 倫理学
人が「よく生きる」とはどのようなことか,
それが実現するのはどのようなこと価値を
身につけるときかを学ぶ．

1
　
前

30 1 ○ ○ ○

○ 文学
日本文学の理解を通じて,文学に対する興味
をもち一社会人として必要な教養の基礎を
身につける．

1
　
前

30 1 ○ ○ ○

○ 教育学

人間の成長や発達にとっての「教育」の本
来的意味を,人間の原型と考えられる「子ど
も」という存在を中心にして,考えられるよ
うになることをねらいとする．

1
　
後

30 1 ○ ○ ○

○
社会福祉援助
技術

社会福祉援助技術は社会福祉実践の中で発
展してきた対人援助の手法である.ここでは
社会福祉援助技術の中で代表的なものを取
り上げ,言語聴覚士の業務と関連づけながら
その理解を深める.

3
　
後

30 1 ○ ○ ○

○ 生物学
生物の発生,進化,構成について生命活動を
習得し,生態環境の変化が生物の生存にどの
ような影響を及ぼしているかを理解する.

1
　
前

30 1 ○ ○ ○

○ 統計学

仮説検定の考え方と方法を学ぶ.これは,た
とえば,新しい治療法が今までの治療法と比
べて,効果があったかどうかを統計的に検証
できる方法である.卒業後,自分でデーター
を集めて,実地に仮説検定が行えるための基
礎を学ぶ.

1
　
前

30 1 ○ ○ ○

○ 英語Ⅰ

基本的となる英単語や英語表現を身につけ,
英語を話したり,聞いたりしてコミュニケー
ション能力を養う一方で,医療に関わる英語
記事の読み物を通して,医療スタッフとして
の心構えや姿勢を学びとる.

1
　
前

30 1 ○ ○ ○

○ 英語Ⅱ
英語の歌・ゲームなどにふれることで,英語
や外国の文化に対する興味を深める.

1
　
後

30 1 ○ ○ ○

○ 英語Ⅲ

中学程度の英文を自分に当てはめて,自分の
ことを話せるようにする.非専門的な日常的
な器具，道具を,ごく簡単な英語で説明出来
る．

2
　
前

30 1 ○ ○ ○

授業科目等の概要

分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業方法 場所 教員

企
業
等
と
の
連
携



○ 英語Ⅳ
リハビリテーションで使う器具を,ごく簡単
に英語で説明できるようにする．

2
　
後

30 1 ○ ○ ○

○ 保健体育Ⅰ
健康の増進や体力の向上を図るととともに,
生涯を通じて運動を実践する態度や能力を
身につける．

1
　
前

30 1 ○ △ ○ ○

○ 保健体育Ⅱ
競技種目についての準備や試合ができるた
めの簡単なルールについて試合を通じて理
解する．

1
　
後

30 1 ○ △ ○ ○

○ 医学総論
チーム医療の一員として医療とは何か,その
歴史・現在・未来について考える．

1
　
前

15 1 ○ ○ ○

○ 解剖学Ⅰ

正常な身体の構造・機能を研究する学問が
解剖学である.解剖学を通して実践言語聴覚
士として基礎となる人体の構造と機能を理
解する. 

1
　
前

30 1 ○ ○ ○

○ 解剖学Ⅱ

人体を構成する細胞・組織の構造と機能, 
骨格系, 
筋系および中枢神経系の理解のもとに, 
系統別（循環器系, 呼吸器系, 消化器系, 
内分泌系, 泌尿生殖系, 
感覚系）に構造と機能を理解する. 
解剖学的知識をもとに, 
他の専門分野への理解につなげる.

1
　
後

30 1 ○ ○ ○

○ 生理学Ⅰ

まず生命現象と生体の恒常性について学ぶ
と共に,身体の最少機能単位である細胞の働
きを理解する.その後,動物機能について学
び,知識の習得と理解を目指す.更に,言語お
よび,聴覚について病態生理学的な機能調節
の機序の理解を深める.

1
　
前

30 1 ○ ○ ○

○ 生理学Ⅱ

心臓,循環,呼吸,消化と吸収,内分泌系など
自律神経活動と関係の深い植物機能につい
て学び,知識の習得と理解を目指す.更に,病
態生理学的な機能調節の機序の理解を深め
る．

1
　
後

30 1 ○ ○ ○

○ 病理学
病態解析を中心に,病名,病因および病気,発
生,経過,メカニズム,予後などを理解し,病
理学の必要な知識を習得する. 

　
　
2
　
前

30 1 ○ ○ ○

○ 内科学
内科学について総論及び各論を学び,その知
識を身につける.

1
　
後

30 1 ○ ○ ○

○ 小児科学
子供の正常成長,発達をふまえて,小児の成
長障害,発達障害および各系統の小児疾患に
ついて理解する.

　
　
2
　
後

30 1 ○ ○ ○

○ 精神医学
精神疾患と精神障害の基本を理解し,治療お
よび各々のケースへの対応を理解する.

　
　
2
　
前

30 1 ○ ○ ○



○
リハビリテー
ション医学

医学の中のリハビリテーション医学の特色
を理解し,その診断と治療について学ぶ.

　
　
2
　
後

30 1 ○ ○ ○

○ 耳鼻咽喉科学
言語聴覚士としての必要な耳鼻咽喉科学の
知識を習得する.

　
　
2
　
前

30 1 ○ ○ ○

○ 臨床神経学
神経生理・神経解剖を重視しながら,各種神
経疾患の理解をめざす.

　
　
2
　
前

30 1 ○ ○ ○

○ 形成外科学

形成外科疾患の原因,症候,治療法を学び,創
傷治療の病理について理解する.各疾患の診
断と治療方針の決定に際し,言語聴覚士の関
わりを理解する. 

　
　
2
　
前

30 1 ○ ○ ○

○
臨床歯科医学
・口腔外科学

歯・口腔・顎・顔面の構造と機能やその疾
患と治療法を学ぶ.加えて,歯科医療におけ
る言語聴覚士の役割を学ぶ. 

　
　
2
　
前

30 1 ○ ○ ○

○ 神経系医学 神経系の解剖と機能を理解する．
1
　
前

30 1 ○ ○ ○

○ 聴覚系医学
耳の解剖,生理を理解し,加えて,聴覚・平衡
覚の検査について理解する．

1
　
後

30 1 ○ ○ ○

○
呼吸・発声　
発語系医学

呼吸・発声・発語を支える口腔・咽頭・喉
頭　科学の基礎と臨床を理解する．

　
　
2
　
後

30 1 ○ ○ ○

○ 学習心理学Ⅰ

動物界・人間界に普遍的な現象である学習
について説明する. そして,
学習心理学・学習理論の基礎である学習と
いう現象の定義, 理論,
メカニズムや過程について詳細に検討して
いく. 通年の授業であるので,
前期は最も基礎的な領域である古典的条件
づけおよび道具的条件づけについて理解を
深める．

1
　
前

30 1 ○ ○ ○

○ 学習心理学Ⅱ

学習理論の応用および運動技能について解
説する.通年の後期授業であるので,後期は
応用的な領域について理解を深め,学習心理
学の総仕上げを行うことが目的である.

1
　
後

30 1 ○ ○ ○

○
生涯発達心理
学Ⅰ

人が誕生してから死に至るまでの心理的発
達過程を理解する.特に乳幼児期から児童期
の心理的特長を理解する. 

2
　
前

30 1 ○ ○ ○

○
生涯発達心理
学Ⅱ

発達に応じた心理的援助に関しても理解を
深める. 
特に青年期から高齢期の心理的特長を理解
する. 

2
　
後

30 1 ○ ○ ○

○ 認知心理学

学習や問題解決などの心理的な活動を行う
際に生じる知覚・記憶・認知・思考などの
心理過程について,認知心理学的な観点から
理解を深めていくことを目標とする.

2
　
後

30 1 ○ ○ ○



○ 臨床心理学

臨床心理学は人間の心や心の問題への対処
法を探求する学問のひとつである.言語聴覚
士として将来経験すると思われる人間の心
の臨床像や心の問題への対処法について理
解を深める.

2
　
後

30 1 ○ △ ○ ○

○ 心理測定法

データ収集法（調査法,実験法,尺度構成法,
テスト理論,精神物理学的測定法など,心理
測定の理論と方法論の全般を体系的に考察
し,心理測定の実践的な課題に取り組むこと
ができる.

2
　
後

30 1 ○ △ ○ ○

○ 言語学Ⅰ
言語学の専門的な内容を理解することによ
り,臨床での必要な言語学的分析ができるよ
うにする．

1
　
前

30 1 ○ ○ ○

○ 言語学Ⅱ
主に統語論,語用論を中心に理解を深め,臨
床での必要な言語学的分析ができるように
する. 

1
　
後

30 1 ○ ○ ○

○ 音声学Ⅰ
調音音声学の性質を理解し,それをふまえて
,「子音」の国際音声字母,発音,調音の方法
等の総合的性質を理解する. 

1
　
前

30 1 ○ ○ ○

○ 音声学Ⅱ

「母音」の国際音声字母,発音を習得し,前
期の「子音」の知識と総合させて現代共通
日本語の音声的性質の理解を深める.また,
言語一般の性質も概観して「言語学」の分
野の知識と連結させることで言語に関する
総合的視点を育てる. 

1
　
後

30 1 ○ ○ ○

○ 音響学Ⅰ
音を物理的に扱う手法について習得する.ま
た,音の性質・音声の性質全般についての基
礎的知識を習得する.

1
　
前

30 1 ○ ○ ○

○ 音響学Ⅱ
音の物理量等の計算法を習熟する.また,音
響音声学・聴覚心理学について理解を深め
る. 

1
　
後

30 1 ○ ○ ○

○ 言語発達学

言語発達を説明する代表的な理論を通じて,
言語獲得上の要件について理解し,人の言語
発達の正常な過程を学ぶ. 

1
　
前

30 1 ○ ○ ○

○
リハビリテー
ション概論

リハビリテーションの理念を理解し,医療,
介護,福祉とリハビリテーションの関係を理
解する．

1
　
前

30 1 ○ ○ ○

○ 社会福祉学Ⅰ

社会に於ける福祉制度やその理念を学習す
る.また,言語聴覚士に関わる関係法規を学
び,その内容を理解することにより,社会に
出てから,業務に従事する際の糧とする.  

1
　
後

30 1 ○ ○ ○

○ 社会福祉学Ⅱ

社会福祉制度やその関係する法律を学習す
る.また,各々の社会福祉保障等の制度が,実
際にどのように運用され,福祉サービスが提
供されているのかを学ぶ. 

2
　
前

30 1 ○ ○ ○

○
言語聴覚障害
概論Ⅰ

言語聴覚障害について理解し,言語聴覚障害
の歴史や業務内容を学ぶ.また,「ことば」
（話す・聴く・書く・理解する）ためのメ
カニズムやコミュニケーション過程につい
て学ぶ. 

1
　
前

30 1 ○ △ ○ ○



○
言語聴覚障害
概論Ⅱ

言語聴覚障害の評価・診断の原則と方法,治
療・訓練方法について学び,AACを理解し,障
害に合わせた活用を促す.また,言語聴覚士
法,職業倫理,他職種との連携について学ぶ.

1
　
後

30 1 ○ △ ○ ○

○
言語聴覚障害
診断学Ⅰ

言語聴覚障害についての基礎知識を獲得す
るとともに,評価・診断についての流れ,方
法の理解等を講義や,グループワークを通じ
て学ぶ.また, 
人と接する職業として必要な基本的な対人
能力の獲得を目指す.

1
　
前

30 1 ○ △ ○ ○

○
言語聴覚障害
診断学Ⅱ

各種障害別の評価方法選定のための知識を
習得する.また,障害別の訓練方法について
理解する．

1
　
後

30 1 ○ △ ○ ○

○ 失語症Ⅰ
大脳の主な言語野の働きと,脳卒中に代表さ
れる損傷を受けた際に出現頻度の高い失語
症の基本的理解を取得する.

1
　
前

30 1 ○ △ ○ ○

○ 失語症Ⅱ

失語症Ⅰで授業を行った内容を基に知識,検
査等の拡充を行う.また,演習を通して,健常
者の言語活動をあらためて認識することで,
失語のメカニズムを考えることを促す.

1
　
後

30 1 ○ △ ○ ○

○ 失語症Ⅲ

失語症Ⅰ・Ⅱで学んだ知識, 
技術をより高度にするために,講義の中に症
例をビデオ等で観察し,それに伴う検査法等
の説明,理解を取得する. 

2
　
前

30 1 ○ △ ○ ○

○ 失語症Ⅳ

失語症Ⅲで授業を行った内容を基に知識, 
検査等の拡充を行う.また,各種検査の説明
と演習を行い,授業で学んだ知識と技術を３
年次の臨床実習で対象となる方を正確に評
価・診断できるようにする. 

2
　
後

30 1 ○ △ ○ ○ ○

○
高次脳機能障
害Ⅰ

失語症を含む大脳の神経細胞及びそれらに
関わるネットワークの損傷によってもたら
される障害を,講義,演習等で学び,将来,臨
床場面で評価,訓練等に対応できる知識,技
術の取得を目標とする. 

2
　
前

30 1 ○ ○ ○

○
高次脳機能障
害Ⅱ

各種検査の説明と演習を行い,高次脳機能障
害Ⅰで学んだ知識と技術を３年次の臨床実
習で対象となる方を正確に評価・診断でき
るようにする. 

2
　
後

30 1 ○ △ ○ ○

○
言語発達障害
Ⅰ

言語発達障害の定義, 病態,
病理を理解し,言語発達障害がどのような障
害なのかを学ぶ. 

1
　
前

30 1 ○ ○ ○

○
言語発達障害
Ⅱ

言語発達障害の診断に際して用いる各種検
査の目的・特徴を理解して,言語発達障害を
鑑別する評価方法を学ぶ．

1
　
後

30 1 ○ △ ○ ○

○
言語発達障害
Ⅲ

言語発達障害児に適用する検査の実施方法
を学ぶ．

2
　
前

30 1 △ ○ △ ○ ○



○
言語発達障害
Ⅳ

言語発達障害に応じた各種支援方法を理解
する.

2
　
前

30 1 △ ○ △ ○ ○

○
言語発達障害
Ⅴ

言語発達障害のお子さんに対する訓練プロ
グラムを立案し,訓練を体験することによっ
て,一人ひとりの課題に応じたアプローチ法
を理解する. 
また,訓練計画の立案,実施レポートの書き
方を学ぶ．

2
　
後

30 1 △ △ ○ ○ ○

○ 脳性麻痺
脳性麻痺児の臨床像,特に全身の動きと口腔
機能の関連を学習し,摂食機能に対する治療
を理解する. 

2
　
前

30 1 ○ △ △ ○ ○

○ 音声障害Ⅰ
正常音声や,発声発語器官の解剖と機能など
の基本事項の確認をするとともに音声障害
を生じる原疾患について理解していく. 

2
　
前

30 1 ○ ○ ○ ○

○ 音声障害Ⅱ
音声障害の種類やその評価・診断法や,音声
障害の治療・訓練法を習得し,加えて音声障
害に関連する医療機器について学ぶ．

2
　
後

30 1 ○ ○ ○ ○

○
運動性構音　
障害Ⅰ

構音障害に関係する神経系・発声発語器官
系の生理と日本語の構音方法について学ぶ.
また,運動性構音障害の発生機序とタイプ別
の症状を理解する. 

2
　
前

30 1 ○ △ ○ ○

○
運動性構音　
障害Ⅱ

運動性構音障害の評価法と訓練方法を学ぶ
．

2
　
後

30 1 ○ △ ○ ○ ○

○
器質性構音障
害

口唇口蓋裂と後天性の要因による構音障害
について学ぶ. 

2
　
後

30 1 ○ ○ ○

○
機能性構音障
害

構音の発達とそのメカニズムを学び,機能性
構音障害の症状と評価法・訓練法を理解す
る. 

2
　
前

30 1 ○ △ ○ ○

○ 嚥下障害Ⅰ
摂食嚥下機能に関わる解剖・生理を理解す
る. 

１
　
後

30 1 ○ △ ○ ○

○ 嚥下障害Ⅱ
摂食嚥下障害に対する治療・訓練の手順,方
法を習得する.また,嚥下障害に対する外科
的治療方法を理解する．

2
　
前

30 1 △ ○ ○ ○ ○

○ 嚥下障害Ⅲ
嚥下障害Ⅱに引き続き，摂食嚥下障害に対
する治療・訓練の手順, 方法を習得する．

2
　
後

30 1 △ ○ ○ ○ ○

○ 吃音

吃音の定義を理解し,吃音発生メカニズム,
吃音発生理論的背景をベースとして,吃音症
状の特徴と経過吃音の検査及び評価を学ぶ.
また,吃音の間接訓練・直接訓練を習得し,
セルフヘルプグループについて理解する. 

2
　
後

30 1 ○ △ ○ ○



○
小児聴覚障害
Ⅰ

聴覚障害が子供に及ぼす影響や聴覚障害の
発生原因,聴覚障害の種類を学ぶ.加えて,難
聴児の言語獲得について学び,小児の聴覚障
害について理解する.

１
　
後

30 1 ○ ○ ○ ○

○
小児聴覚障害
Ⅱ

乳児期の音に対する反応の仕方とその発達
を理解し,乳幼児の聴力の測定方法,発達段
階に応じた検査の選定と施行ができるよう
になる. 

2
　
前

30 1 ○ △ ○ ○

○
小児聴覚障害
Ⅲ

訓練プログラムの立て方と訓練の進め方に
ついて学び, 
聴覚障害児また養育者への指導と援助
の方法論を理解する.

2
　
後

30 1 ○ ○ ○

○
成人聴覚障害
Ⅰ

1．成人聴覚障害の特徴について学ぶ.
2．音やことばの音響特性とオージオグラム
への記載の仕方を学ぶ.
3．標準的な聴覚検査を施行できるようにな
る.

2
　
前

30 1 ○ △ ○ ○

○
成人聴覚障害
Ⅱ

前期の基礎理論と標準的な聴力検査の知識
を基に,各種の掘り下げ検査の技術や, 
評価・指導の方法を学ぶ.また,関連する福
祉制度や福祉機器についても知る.

2
　
後

30 1 ○ △ ○ ○ ○

○ 補聴器
補聴器の構造を知り,補聴器の特性を理解し
た上で, 正しいフィッティング方法を学ぶ. 

2
　
後

15 1 ○ △ ○ ○

○ 人工内耳
聴覚障害のリハビリテーションの一つの選
択肢として、人工内耳の理解を目標とする
。

3
　
後

15 1 ○ ○ ○

○ 臨床実習

言語聴覚療法の対象者に対して評価技術を
適用して問題点を抽出し, 
障害像を把握することができる. 
また，既存の訓練理論や技術をもとに、実
際の症例に対する治療プログラムを立案し
て実際に訓練を実施することができる.

3
　
前

480 12 ○ ○ ○

○ 障害児保育

1．障害児を理解し,全面的発達を促す援助
方法、環境構成等について学ぶ. 
2．発達支援に有用な音楽療法の理論と実際
を学び,臨床に活かす. 
3．家族支援や関係機関, 
職員間との協働,連携の重要性について学ぶ
．

1
　
後

30 1 ○ ○ ○ ○

○
言語聴覚障害
特論Ⅰ（手話
）

手話をコミュニケーションとする聴覚障害
者について理解する．また言語である手話
について理解し,聴覚障害者と日常生活での
簡単なコミュニケーションができる.

1
　
前

30 1 ○ ○ ○ ○

○
言語聴覚障害
特論Ⅱ（臨床
見学実習）

障害の多様性を知り, 
対象者の現状を包括的に理解する. 
また，様々な臨床の観察を通して,言語・コ
ミュニケーションを支援する際の具体的な
方法を知る. 

2
　
前

30 1 ○ ○ ○



○

言語聴覚障害
特論Ⅲ（言語
聴覚障害研究
法）

言語聴覚に関する研究論文に触れることで, 
研究方法, 書式,
表現方法などを学ぶ.また，論文の要約を通
して, 文章でまとめる力を養う.
加えて，学術論文の読解を通して, 
症例報告の技法を学ぶ. 

3
　
後

30 1 ○ ○ ○ 〇

○
専門臨床特論
Ⅰ（介護技術
）

介護の定義について理解し，生活全般を支
える介護技術を習得する.また,障害に応じ
た支援技術も習得する．

1
　
後

30 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○
専門臨床特論
Ⅱ（画像読影
）

最近の診断技術, 
殊にCT,MRIの進歩は著しい. 
失語症や高次機能障害などの対比により脳
機能を学ぶ. 

2
　
前

15 1 ○ ○ ○

○
専門臨床特論
Ⅲ（接遇講座
）

社会人に求められる「接遇」の着眼点を学
び, 
相手への尊敬を柱とした作法を身につける. 

2
　
後

15 1 ○ ○ ○ ○

○ 卒業研究
言語聴覚療法分野において各自が研究テー
マを選定し,それに対して調査や分析,考察
などができるようになる. 

3
　
後

30 1 ○ ○ ○

99　科目合計 3015単位時間(    99単位)

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

　各授業科目の総授業回数の2/3以上出席し単位認定試験でC評定（60点以上）の
者に単位を認定する。卒業は本校所定の年限在籍し、教育課程のすべての単位を
修得したと学校長の認める者

１学年の学期区分 2 期

１学期の授業期間 15 週

（留意事項）


